
かごしま 市 民 の ひ ろ ば ２健康福祉特集号かごしま 市 民 の ひ ろ ば2013年(平成25年)４月３

　子どもから高齢者まですべての市民が「共に
支え合い、すこやかで心豊かに生活できるかご
しま市の実現」を目指し、「かごしま市民すこや
かプラン」を新たに策定しました。
■計画に定める主な事項
◇�生活の質の向上と社会環境の整備の２つの目
標に向け、「生活習慣の改善」や「生活習慣病の
発症予防と重症化予防の徹底」など、４つの基
本方針に基づき取り組みを進めます
◇�計画を効果的に推進するために、４つの基本方針に10の分野を設け、それぞれに市民の
健康づくりの目標となる具体的な目標を設定し取り組みます。
◇�市民、関係機関・団体及び行政が連携し、基本理念・基本目標・基本方針に基づいた健
康づくり運動を一体的に推進します

子 育て
支 援

■
す
こ
や
か
子
育
て
交
流
館（
り

ぼ
ん
か
ん
）

　

専
門
ス
タ
ッ
フ
が
館
内
や
電
話

で
常
時
子
育
て
に
関
す
る
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も

の
発
達
や
育
児
に
関
す
る
専
門
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
育
ち
の
相
談

◇
内　

容　

保
育
士
や
保
健
師
、

栄
養
士
な
ど
に
よ
る
育
児
や
発

育
に
関
す
る
相
談

◇
相
談
日　

第
２
月
曜
日
・
第
４

金
曜
日

②
こ
こ
ろ
の
相
談

◇
内　

容　

臨
床
心
理
士
に
よ
る

子
ど
も
の
情
緒
や
育
児
不
安
に

関
す
る
相
談

◇
相
談
日　

第
１
金
曜
日
・
第
３

日
曜
日

③
こ
と
ば
の
相
談

◇
内　

容　

言
語
聴
覚
士
に
よ
る

言
葉
の
発
達
に
関
す
る
相
談

◇
相
談
日　

第
２
日
曜
日
・
第
４

水
曜
日

④
マ
ン
マ
相
談

◇
内　

容　

助
産
師
に
よ
る
授
乳

や
乳
児
の
育
児
に
関
す
る
相
談

◇
相
談
日　

第
２
木
曜
日
・
第
４

土
曜
日

⑤
あ
か
ち
ゃ
ん
相
談
会

◇
内　

容　

保
育
士
、
保
健
師
に

よ
る
乳
児
の
育
児
に
関
す
る
総

合
相
談
会

◇
相
談
日　

第
１
・
第
３
木
曜
日

－

①
～
⑤
共
通
事
項－

◇
対　

象　

①
②
③
小
学
３
年
生

ま
で
の
子
ど
も
と
そ
の
保
護

者
、
④
⑤
乳
幼
児
と
そ
の
親

◇
相
談
は
無
料（
予
約
が
必
要
）

【
り
ぼ
ん
か
ん
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

812
・
７
７
４
１
】

■
親
子
つ
ど
い
の
広
場

　

保
育
士
が
常
駐
し
、
子
育
て
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
臨
床
心
理
士
や
言
語
聴
覚
士

に
よ
る
専
門
相
談
を
行
っ
て
い
ま

す
。

①
臨
床
心
理
士
に
よ
る
相
談

◇
相
談
日　

毎
週
月
曜
日

②
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
相
談

◇
相
談
日　

毎
週
木
曜
日

－

共
通
事
項－

◇
対　

象　

未
就
学
児
が
い
る
家

族
、
妊
娠
中
の
人

◇
相
談
は
無
料

【
親
子
つ
ど
い
の
広
場

226
・
５
５
３
９
】

　

本
市
で
は
子
育
て
を
応
援
し
、

安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
や

す
い
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、
に
こ
に
こ
子
育
て
応
援
隊
に

よ
る
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◇
地
域
み
ん
な
で
応
援
隊　

地
域

で
子
育
て
に
対
す
る
不

安
感
を
緩
和
す
る
活
動

を
行
う
団
体
な
ど

◇
職
場
の
パ
パ
マ
マ
応
援

隊　

従
業
員
が
子
育
て

し
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
支
援
す
る
事
業
者

◇
お
出
か
け
ラ
ク
！
ト

ク
！
応
援
隊　

子
育
て

家
庭
に
商
品
の
割
引
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

店
舗
な
ど

■
子
育
て
支
援
パ
ス
ポ
ー

ト

　

お
出
か
け
ラ
ク
！
ト

ク
！
応
援
隊
が
提
供
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
は

子
育
て
支
援
パ
ス
ポ
ー
ト

が
必
要
で
す
。

子
育
て
支
援
施
設
で

子
育
て
の
悩
み
を
解
消

祉
施
設
な
ど
の
入
所
者
を
除
く

◇
手
当
額　
年
額
２
万
４
０
０
０
円

◇
申
請
時
期　

原
則
と
し
て
４
月

※
前
年
度
以
前
の
分
は
遡
っ
て

申
請
で
き
ま
せ
ん

◇
申
請
方
法　

４
月
１
日
以
降
に

発
行
さ
れ
た
申
請
者
と
児
童
の

戸
籍
謄
本
、
申
請
者
名
義
の
預

金
通
帳
、
印
鑑（
父
母
の
一
方

か
両
方
が
重
度
障
害
者
の
と
き

は
、障
害
者
手
帳
も
）を
持
っ
て

こ
ど
も
福
祉
課
216
・
１
２
６
０

か
各
支
所
の
福
祉
課
・
保
健
福

■
市
民
福
祉
手
当（
遺
児
等
修
学

手
当
）と
は

◇
対　

象　

４
月
１
日
現
在
で
父

母
が
離
婚
し
て
い
る
か
、
父
母

の
一
方
か
両
方
が
死
亡
か
重
度

障
害
者
な
ど
で
あ
る
義
務
教
育

中
の
児
童
の
保
護
者（
児
童
と

保
護
者
は
本
市
に
１
年
以
上
住

ん
で
い
る
こ
と
）　

※
児
童
福

祉
課
へ

■
平
成
25
年
度
か
ら
の
変
更

内
容

①
所
得
制
限
の
設
置　

保
護

者
の
前
年
所
得
が
制
限
額

（
扶
養
親
族
１
人
の
と
き

所
得
６
６
０
万
円
）以
上

の
と
き
、
手
当
の
額
が
半

額
と
な
り
ま
す 

②
支
払
月
の
変
更　

４
月
に

申
請
し
た
と
き
の
支
払
い

月
が
５
月
か
ら
７
月
に
な

り
ま
す
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

◇
対　

象　

本
市
に
住

民
登
録
を

し
て
い
る

18
歳
未
満

の
子
ど
も

や
妊
娠
し

て
い
る
人

に
こ
に
こ
子
育
て
応
援
隊

活
動
中

敬
老
パ
ス
・
す
こ
や
か
入

浴

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

納
付
方
法
の
変
更

「
お
達
者
ク
ラ
ブ
」に
出
か

け
て
み
ま
せ
ん
か

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
認
知
症
介
護
の
相
談
所
」

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座

相
談
は
お
気
軽
に 

障
害
者

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

平
成
25
年
度
か
ら
市
民
福

祉
手
当(

遺
児
等
修
学
手

当)

が
変
わ
り
ま
す

難
聴
児
の
補
聴
器
購
入
に

対
す
る
助
成
が
始
ま
り
ま

し
た

４
月
か
ら
難
病
患
者
な
ど

も
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な

ど
の
対
象
と
な
り
ま
す

■
敬
老
パ
ス

　

満
70
歳
以
上
の
人
に
敬
老
パ
ス

を
交
付
し
ま
す
。
友
愛
タ
ク
シ
ー

券
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
は

入
浴
機
能
の
み

の
敬
老
パ
ス
を

交
付
し
ま
す
。

※
年
度
ご
と
の

切
り
替
え
な
し

◇
満
70
歳
の
誕
生
日
の
２
週
間
前

か
ら
交
付
で
き
ま
す（
利
用
は

誕
生
日
か
ら
）

◇
交
付
に
必
要
な
も
の　

顔
写
真

（
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
、過
去
３
カ

月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
）

１
枚
、
印
鑑
、
身
分
証
明
書（
健

康
保
険
証
な
ど
）　

※
受
け
取

り
は
本
人
の
み

◇
利
用
者
負
担
の
特
例
申
請

　
　

生
活
保
護
受
給
者
、
老
齢
福

祉
年
金
受
給
者
で
市
民
税
非
課

税
世
帯
か
生
活
保
護
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
程
度
に
困
窮
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
人（
い

ず
れ
も
市
民
税
非
課
税
世
帯
に

属
す
る
と
き
に
限
る
）は
、
市

電
・
バ
ス
・
桜
島
フ
ェ
リ
ー
の

利
用
に
対
す
る
自
己
負
担
額
の

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す　

※
１
年
度
１
回
、
限
度
額

５
０
０
０
円

■
す
こ
や
か
入
浴

　

敬
老
・
友
愛
パ
ス
を
提
示
す
る

と
１
０
０
円

で
入
浴
で
き

ま
す
。（
利
用

回
数
30
回
の

範
囲
内
）

◇
対　

象　

敬
老
パ
ス

か
70
歳
以
上
の
友
愛
パ
ス
利
用

者　

※
入
浴
回
数
は
年
度
が
変

わ
る
と
自
動
的
に
新
た
に
30
回

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

【
サ
ン
サ
ン
コ
ー
ル
か
ご
し
ま

０９９
・
8０8
・
３
３
３
３
】

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
特

別
徴
収（
年
金
か
ら
の
支
払
い
）さ

れ
て
い
る
人
は
申
し
出
に
よ
り
口

座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。
８
月

分
の
特
別
徴
収
を
中
止
し
、
口
座

振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
５
月
17

日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
年
間
保
険
料
の
総
額
は
変
わ
り

ま
せ
ん
）

◇
申
し
出
に
必
要
な
も
の　

後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
通

帳
、
通
帳
印

※
口
座
振
替
に
変
更
す
る
と
、
そ

の
社
会
保
険
料
控
除
は
口
座
振

替
に
よ
り
支
払
っ
た
人
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
世
帯
全

体
の
所
得
税
や
市
県
民
税
が
減

額
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

【
長
寿
支
援
課
216
・
１
２
６
８
】

　ファミリー・サポート・センターでは、子育ての援助がほ

　

介
護
予
防
の
た
め
に
、
お
お
む

ね
65
歳
以
上
で
外
出
す
る
機
会
の

少
な
い
人
が
、
体
操
や
創
作
活
動

な
ど
を
通
じ
て
、
心
身
の
機
能
低

下
を
防
ぎ
、
生
き
が
い
を
持
っ
て

暮
ら
せ
る
よ
う
保
健
師
や
健
康
づ

く
り
推
進
員
が
、
地
域
の
人
々
と

と
も
に
、
地
域
の
公
民
館
な
ど
の

身
近
な
施
設
で
実
施
し
て
い
ま

す
。

◇ 

場
所
や
日
時
な
ど
詳
し
く
は
各

保
健
セ
ン
タ
ー
か
各
支
所
の
保

健
福
祉
課
へ

　

認
知
症
に
関
す
る
情
報
提
供
を

行
う
ほ
か
、
認
知
症
の
人
を
介
護

し
て
い
る
家
族
の
不
安
や
悩
み

を
、
同
じ
経
験
を
持
つ
相
談
員
が

お
聞
き
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◇
開
設
日
時
な
ど
詳
し
く
は
、
認

知
症
の
人
と
家
族
の
会
鹿
児
島

県
支
部
257
・
３
８
８
７
か
長
寿

支
援
課
216
・
１
１
８
６
へ

　

町
内
会
、学
校
、商
店
街
、職
場
、

仲
間
同
士
の
集
ま
り
な
ど
お
お
む

ね
10
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
に
講
師

を
派
遣
し
、
認
知
症
の
人
と
家
族

を
支
え
る
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に

な
る
た
め
の「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

申
し
込
み
な
ど
詳
し
く
は
長
寿
支

援
課
216
・
１
１
８
６
へ

　

身
体
・
知
的
・
精
神
・
発
達
障

害
の
各
種
障
害
専
門
相
談
員
が
障

害
者（
児
）や
そ
の
家
族
な
ど
か
ら

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

◇ 

場　

所　

か
ご
し
ま
市
民
福
祉

プ
ラ
ザ

【
障
害
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

226
・
１
２
０
０
、
障
害
者
虐
待
防

止
セ
ン
タ
ー
226
・
１
２
１
６
】

　

障
害
者
総
合
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
難
病
患
者
な
ど
で
一
定
の

障
害
が
あ
る
人
に
対
し
て
、
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
提
供
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◇ 

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
216
・
１

３
０
４
か
谷
山
福
祉
部
福

祉
課
26９
・
８
４
７
２
へ

 新たに始まります 
ひとり暮らし高齢者・障害者のための
安心通報システム
　従来の押しボタンによる緊急通報に加え
て、今年度からセンサーの異常感知による通
報により警備員が駆けつける新たな通報シス
テムを導入します。
　なお、現在「在宅介
護支援システム（旧）」
をご利用の方には、順
次、新システムへの移
行について案内します。
A高齢者向け
◇対　象　①65歳以上のひとり暮らしや高齢
者のみの世帯で、世帯全員が病弱なため、
日常生活を営むうえで常時注意を要する世
帯�②重度の要介護者と同居している高齢
者のみの世帯�③80歳以上のひとり暮らし
高齢者世帯

B障害者向け
◇対　象　65歳未満のひとり暮らしの重度身
体障害者世帯か重度身体障害者のみの世帯
など

－A・B共通事項－
◇負担金　市民税の所得割が課されていない

世帯は無料、所得割が課されてい
る世帯は月額1000円

◇申し込みなど詳しくはAは長寿支援課216-
1267、Bは障害福祉課216-1273か各支所の福
祉課・保健福祉課へ

■介護保険制度とは
　国民みんなで支えあう「社会保険方式」による制度で、介護保険のサービスに必要な費用
を被保険者の保険料と公費でまかなっています。
■平成25年度の介護保険料

■65歳以上の人の介護保険料の納め方
　64歳までは医療保険の中で介護保険料を納めますが、65歳になったら医療保険とは別に
介護保険料を納めます。
　年金が年額18万円以上の人は一定期間経過後に、普通徴収（納付書での支払い）から特別
徴収（年金からの支払い）に切り替わります。
◇前年度から引き続き特別徴収（年金からの支払い）の人
　４・６・８月の保険料は、前年度の保険料をもとに算定された額を年金から特別徴収（仮
徴収）します。10・12・来年２月の保険料は、確定した年間保険料から仮徴収分を差し引い
た額を３回に分けて年金から特別徴収します　※６月に通知書を送付します
◇４月の年金から新たに特別徴収が始まる人　今月上旬に通知書を送付します
◇普通徴収（納付書や口座振替による納付）の人　６月に通知書を送付します
■保険料の減免
　災害など特別な事情のため保険料の納付が困難と認められる人は、申請により保険料の
減免か徴収猶予を受けることができます。　※６月の通知書郵送後に申請を受け付けます

【介護保険課 216-1279】

離職者のための住宅支援給付事業
◇�対　象　住宅を喪失したか喪失するおそれのある

離職者で、就労能力と就労意欲のある人
◇�支給金額　単身世帯は月額３万1600円以内、複数

世帯は月額４万1100円以内
◇支給期間　原則３か月以内
◇要件など詳しくは地域福祉課216-1244へ

介護・福祉・医療などさまざま
な相談・支援を行う地域包括支
援センターの愛称が「長寿あん
しん相談セ
ン タ ー」に
決まりまし
た

【長寿支援課 216-1186】

長

寿
支

援

障障 害害
福福 祉祉

育児の悩みを気軽に相談しませんか

◇「にこにこ子育て応援隊ガイド
ブック」を改訂しました

◇にこにこ子育て応援隊の活動や
子育てに関する情報を掲載

◇すこやか子育て交流館、親子つ
どいの広場、子育て支援推進課、
各支所の福祉担当課で配布

【すこやか子育て交流館
812-7740】

ご活用ください　
にこにこ子育て応援隊ガイドブック

ファミリー・サポート・センターの
提供会員として活動しませんか

ファミリー・サポート・センター

育児援助の
手続き例

依頼会員

ハイ、
いいですよ

提供会員

⑤育児活動・
　報酬の支払い
　※報酬／１時間 600円
　　　（昼間の基準額）

依頼会員に登録して
あればすぐセンター
が利用できます

都合のよい日時を
登録します

④事前打ち合わせ

①
援
助
活
動
の
申
し
込
み

②
援
助
依
頼
の
打
診

⑥
活
動
報
告

③
提
供
会
員
の
紹
介

保育園にお迎えで
きる人を紹介して
ください

はい、どなたか
連絡してみましょう。
お時間と場所は？

保育園にお迎え
いただけません
か？

が
い
る
世
帯

　

※
１
世
帯
に
１
枚

◇
申
し
込
み
な
ど
詳
し
く
は
す
こ

や
か
子
育
て
交
流
館
812
・
７
７

４
０
へ

すこ
やか
入浴で

いき
いき健

康に

◇
対　

象　

市
内
に
住
む
18
歳
未

満
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

対
象
と
な
ら
な
い
難
聴
児

◇
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
216
・
１

２
７
３
へ

離職者支援

健 康 平成25年度～ 34年度の計画を策定しました 
第二次鹿児島市健康増進計画　　　

　かごしま市民すこやかプラン

 支えあい健やかに暮らすために 　介護保険

♨ ♨
かごしま温泉健康プラザ
（永吉二丁目）252-8551

さくらじま白浜温泉センター
（桜島白浜町）293-4126

スパランド裸・楽・良
（東俣町）245-7070

ら ら ら

マリンピア喜入
（喜入町）345-1117

温泉活用で健康増進
市
の
健
康
増
進

施
設
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

所得段階 対　　　　象 保険料（年額）

第１段階
生活保護受給者か老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非
課税の人

２万9200円

第２段階
世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の人

２万9200円

第３段階 世帯全員が市民税非課税で第２段階対象者以外の人 ４万3800円
第４段階 世帯内に市民税課税の人がいるが、本人は市民税非課税の人 ５万8400円
第５段階 本人が市民税課税で合計所得が125万円未満の人 ７万3000円
第６段階 本人が市民税課税で合計所得が125万円以上200万円未満の人 ７万6000円
第７段階 本人が市民税課税で合計所得が200万円以上400万円未満の人 ９万2300円
第８段階 本人が市民税課税で合計所得が400万円以上600万円未満の人 10万8100円
第９段階 本人が市民税課税で合計所得が600万円以上の人 11万6800円

【健康総務課 216-1492】

Ⅰ 

生
活
の
質
の
向
上

Ⅱ 

社
会
環

境
の
整
備

（１）
生活習慣の改善

基本理念
■施策の体系

基本目標 基本方針 分野

①栄養・食生活
②身体活動・運動
③休養
④たばこ・アルコール
⑤歯・口腔の健康

①生活習慣病
◦がん ◦循環器疾患
◦糖尿病 ◦ＣＯＰＤ

①次世代の健康
②高齢者の健康
③こころの健康

①協働による健康
　づくり

（２）
生活習慣病の発症予防と重症化
予防の徹底

（３）
社会生活を営むために必要な機
能の維持及び向上

（１）
市民一人ひとりの取組とともに、
社会全体で健康を支え守るため
の環境整備

共
に
支
え
合
い
、

す
こ
や
か
で
心
豊
か
に
生
活
で
き
る
か
ご
し
ま
市
の
実
現

しい人（依頼会員）と
援助ができる人（提
供会員）が会員登録
をし、育児や家事の
相互援助活動を行っ
ています。
　地域で援助を必要
としている人のため
に、子どものお世話
がしたい人、子育て
中のお母さんの力に
なりたい人を募集し
ています。
　会員への登録方法
や報酬など詳しくは
ファミリー・サポー
ト・センター 226-7855へ


